
土地 家屋

 

 
相続人代表者 兼 固定資産現所有者 申告書 

 

令和 ２ 年 １２ 月 ２３ 日   

 潮来市長  宛 

              

 被相続人にかかる徴収金の賦課徴収（滞納処分を除く。）及び還付に関する書類を受領する代表者と

して、他の相続人と協議した結果、下記のとおり指定しましたので、地方税法第 9条の 2第 1項の規定に

より申告します。 

 また、被相続人名義の固定資産に係る相続登記その他の所有権移転手続きが完了するまでの間、潮

来市税条例第 74 条の 3 の規定に基づき、この代表者を地方税法第 384 条の 3 に規定する現所有者の

代表者とすることを併せて申告します。 

 

相
続
人
代
表
者
兼 

現
所
有
者
代
表
者 

（
申
告
者
） 

（ふりがな） 

氏名又は名称 

（ イタコ   イチロウ  ） 
 

潮来    一郎    

生年月日 平成１３年 ４月 １日生 

被相続人 

との間柄 
長男 

住      所 
〒３１１－２４２１ 

潮来市辻６２６番地 

電 話 番 号 ０２９９－６３－１１１１ 

個人番号又は法人番号 １２３４－５６７８－９０１２ 
 

所 

有 

者 

（
被
相
続
人
等
） 

（ふりがな） 

氏   名 潮来 太郎 

住      所 潮来市辻６２６番地 

生 年 月 日  昭和 ２ 年 １１ 月 １６ 日 

死亡年月日  令和 ２ 年 １２ 月 １０ 日 

 

 

固 

定 

資 

産 

種 類 所 在 地 番 家 屋 番 号 

土地・家屋 潮来市辻字後明前６２６番  

土地・家屋 潮来市潮来字二丁目４５６番１  

土地・家屋 潮来市辻字後明前６２６番地 ６２６番 

土地・家屋   

土地・家屋   

（注意）この届出書は、登記が完了するまでの間の所有者（被相続人等）に係る固定資産税に関

する手続きのためのものであり、不動産の権利関係を定めるものではありません。 

＜税務課記入欄＞ 

氏 名 コード 土地・家屋 区 分 新所有者（宛名） 新コード 

  土・家・未家 所有・納管・送   

  土・家・未家 所有・納管・送   

  土・家・未家 所有・納管・送   

  土・家・未家 所有・納管・送   

＜届出先＞ 潮来市役所 総務部税務課 

      〒311-2493茨城県潮来市辻 626番地 

      電話：0299-63-1111（代） 

 

 

指
定
記
入
欄
で
書
き
き
れ
な
い
場
合
は
、
別
紙
（
任
意
の

様
式
で
結
構
で
す
）
へ
記
入
の
上
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 


